【令和７年度定期募集用】
市営住宅入居申込みのご案内

	
◆定期募集住宅
募集する住宅は別紙の『市営住宅定期募集一覧表』をご覧ください。


	
◆募集期間（年４回）
	募集月
	募集期間
	入居可能日

	令和７年　５月
	５月１２日（月）
～  ５月２８日（水）
	令和７年　７月２２日（火）

	令和７年　８月
	８月１２日（火）
～  ８月２７日（水）
	令和７年１０月２０日（月）

	令和７年１１月
	１１月１０日（月）  ～１１月２６日（水）
	令和８年　１月１５日（木）

	令和８年　２月
	２月１０日（火）            ～　２月２５日（水）
	令和８年　４月２０日（月）




	
◆申込・選考方法
　○募集期間中に市営住宅入居申込書のみ提出してください。
　　提出先：市企業合同庁舎２階　住宅課　
○定員以上の申込があった場合には抽選を行います。
○入居までの具体的なスケジュールは別紙の『市営住宅定期募集一覧表』をご覧ください。


	
[bookmark: _GoBack]◆問合せ先　ひたちなか市建設部住宅課
住　　所　〒３１２－８５０１　ひたちなか市東石川２丁目１０番１号
電　　話　０２９－２７３－０１１１（内線　２６２１２，２６２１３）
受付時間　午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　　　　　　　　　　 ※土，日，祝日を除く
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２　入居申込み者の資格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　申込み者は，次に掲げる要件をすべて備えている方に限ります。
（公営住宅法及びひたちなか市営住宅設置及び管理条例等に基づく） 

（１）市内に住所（過去に市内に住所を有していた方を含む）又は勤務場所があること。

（２）現に同居し，又は同居しようとする者がある場合にあっては親族（注）であること。
ア　婚約者と同居する場合の申し込みにあたっては，入居指定日の前日までに入籍
したことが確認できること。
イ　同居が不自然な場合は，申込みは認められません。
	（同居が不自然な例）
・夫婦を分割して子供と入居しようとする場合
　・夫婦の他に両親や祖父母の一方のみと同居する場合


（注）婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方，いばらきパートナーシップ宣誓制度によるパートナーシップの宣誓をし，いばらきパートナーシップ宣誓書の写し等の交付を受けた方又は婚約者を含む

（３）現在住宅に困っていることが明らかであること。
	（住宅に困っている例）
・高い家賃を支払っている
・自己の非によらない理由で立ち退きの要求を受けている
・住宅がないため実家に住み，世帯を分離している


なお，持家のある方（申込者本人のほか，同居しようとする方が所有している場合や，現在居住していない場合も含む）及び既に公営住宅に入居している方は原則として申込みはできません。
申込みの際には，住宅に困っていることを客観的に明らかにする書類の提出が必要です。
　　　　（例）民間アパートの賃貸契約書（写し），立退き請求書（写し）













（４）収入基準にあてはまること。
＜収入基準＞　※収入月額の計算方式は次頁「３収入額の計算方法」をご覧下さい。
	世帯区分
	収入月額
	該当する世帯

	一般世帯
	158,000円以下
	裁量世帯以外の世帯

	裁量世帯
	214,000円以下
	ア　60歳以上の方のみの世帯
イ　入居者及び世帯員に次の方がいる世帯
　　身体障害者（１～４級）
　　精神障害者（１～２級）
　　知的障害者（Ⓐ，A，Ｂ程度）
　　戦傷病者（特別項症～第６項症及び第１款症）
　　原爆被爆認定者及び海外引揚者（引揚５年以内）
　　ハンセン病療養所入所者
ウ　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある方がいる世帯



（５）申込名義人又は現に同居し，若しくは同居しようとする親族が暴力団員（注）でないこと。（注）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定

（６）ひたちなか市民間賃貸住宅家賃補助事業による補助金を受けていないこと。
※　補助資格決定通知書の送付日から３年を経過し，家賃が高いことを理由に申込みする場合等は入居申込みが可能です。

３　収入額の計算方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1） 収入月額の計算方法
収入月額＝{世帯の所得額（Ａ）－扶養親族控除額（Ｂ）－給与年金控除額（Ｃ）－特別控除額（Ｄ）}÷１２か月

（2） 世帯の所得額・・・・・（Ａ）
ア　前年中に収入のあった方については，次により所得額を出して合算します。
①　給与所得の場合
　　　給与，賃金，賞与等給与に係る所得で，その額は支払金額から給与所得控除と特定支出控除額を差し引いた金額（源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は課税証明書の所得額）
②　事業所得の場合
農業，漁業，製造業，卸売業，小売業，サービス業，その他の事業による収入（課税証明書の所得額）
③　公的年金の収入は雑所得となります。（課税証明書の所得額）
イ　次のような収入や所得は，所得額の計算には含めません。
　　①　退職所得，譲渡所得等一時的な所得
　　②　生活保護の各種扶助料，雇用保険及び労災保険の各種給付金
　　③　遺族年金及び障害年金
　　④　仕送りによる収入
　　⑤　退職予定者の給与所得等
ウ　年の中途で就職，転職した方の場合は，給与証明による１か月以上の満額支給実績に基づき所得額を算定します。（１か月以上満額支給の実績がない場合，満額支給見込み額に基づき算定します）
エ　前年中の収入が未申告の場合は，各税務署または市町村窓口で申告してください。

（3） 扶養親族控除額・・・・・（Ｂ）
扶養親族控除の金額は，１人当たり３８０，０００円で，申込み者以外の同居予定親族と別居中の扶養親族が対象となります。
　扶養親族控除額＝〔同居予定親族数（申込み者を除く）＋別居扶養親族数〕×３８０，０００円

（4） 給与年金控除額・・・・・（Ｃ）
給与年金控除の金額は，１人当たり１００，０００円（その者の給与所得の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が１００，０００円未満である場合には，当該合計額）で，申込み者または同居予定親族のうち給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する者が対象となります。





（5） 特別控除額・・・・・（Ｄ）
	種　　別
	控除対象者
	控除額

	老人扶養親族控除
	扶養親族で，かつ年齢が７０歳以上の方
	１人に付き１０万円

	特定扶養親族控除
	扶養親族で，かつ年齢が１６歳以上２３歳未満の方
	１人に付き２５万円

	ひとり親控除
	婚姻をしていない方で次の３つの要件の全てにあてはまる方
（1） 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
（2） 生計を一にする子（所得金額が４８万円以下で他の扶養親族になっていない。）がいること。
（3） 合計所得金額が５００万円以下であること。
	３５万円（所得金額から給与年金控除額を控除した残額が３５万円に未満の時はその額）

	寡婦控除
（※ひとり親控除に該当する方を除く）
	夫と離婚後に婚姻をしておらず，子以外の扶養親族がいる方で，合計所得金額が５００万以下の方
（※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く）
	２７万円（所得金額から給与年金控除額を控除した残額が２７万円に未満の時はその額）

	
	夫と死別した後婚姻をしていない方，又は夫の生死が明らかでない方で，合計所得が５００万円以下の方
（※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く）
	

	障害者控除
	身体障害者手帳（３級～６級）・精神障害者保健福祉手帳（２級，３級）又は療育手帳（Ｂ,Ｃ）を持っている方
	１人に付き２７万円

	特別障害者控除
	身体障害者（１級，２級）・精神障害者保健福祉手帳（１級）又は療育手帳（Ⓐ，Ａ）を持っている方
	１人に付き４０万円



４　入居申込みに必要な書類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（1） 入居申込書・・・・同　封※申込み時は（1）入居申込書のみ提出となります。


（２）住民票の謄本（個人番号の記載のないもの）・・・・市町村から（市民課窓口）
　　①　入居予定者全員の住民票謄本
　　　※世帯全員のもので，続柄等の記載があり，個人番号の記載がないもの
　　②　同居している他の世帯全員の住民票謄本
　　　※「他の世帯と同居していること」を理由に申し込む場合に必要

（３）勤務先証明書・・・・勤務先から（発行後３か月以内のもの）


（４）申立書　※公営住宅における暴力団排除に基づくもの

（５）所得等を証明する書類
①　課税証明書・・・・市町村発行のもの（市民課・市民税課窓口）
　　・所得の有無にかかわらず入居しようとする方のうち１６歳以上の方全員分が必要です。
ただし，１８歳以下の就学者（高校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。
・市町村によって呼び方が異なります。所得，年税額，控除，扶養人数等の記載が
あるものを取得してください。
・令和７年１月１日時点で住民票のあった市町村で取得してください。
②　申込み時期によって①と併せて提出していただく書類
	申込時期
	必要書類

	令和７年５月末日まで
	□令和６年分給与所得の源泉徴収票（写し）
□令和６年分公的年金の源泉徴収票（写し）
□令和６年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等

	令和７年６月から１２月末日まで
	□令和７年度課税証明書のみ

	令和８年１月から３月末日まで
	□令和７年分給与所得の源泉徴収票（写し）
□令和７年分公的年金の源泉徴収票（写し）
□令和７年分所得税の申告書（写し）※事業所得者等








③　①，②と併せて下表に該当する方に提出していただく書類
	令和６年１月２日以降に現在の職場に就職又は転職をした方
※５月までに申込む場合は令和５年１月２日以降
※正社員登用などにより固定給が変更した場合も該当します。
	□給与証明書
　※満額１か月以上の実績があるもの
　※就職して１か月に満たない場合は，今後
３か月の見込み額を証明したもの
　※事業を開始した方は，収支内訳書等

	令和６年１月２日以降に年金を初受給された方
※５月までに申込む場合は令和５年１月２日以降
	□各種年金証書等の年金額が確認できる書類（写し）

	１６歳以上の学生の方（高校生以上）
	□学生証（写し）又は在学証明書



（６）無職無収入を証明する書類
無職無収入である１６歳以上の方全員分が必要です。ただし，１８歳以下の就学者（高
校生）で扶養親族であることが確認できる方は除きます。
1 令和７年５月末日までに申込みをする場合　
	退職日等
	必要書類

	令和６年中の収入がなく現在も無職の方
	□令和６年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告）
※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類でも受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏名の記載があるものを提出して下さい。
□令和６年分源泉徴収票（写し）
□令和６年分確定申告書（写し）

	令和６年１月２日以降に退職し，現在も無職の方

	□雇用保険被保険者離職票（写し）・・・公共職業安定所から
□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知（写し）
・・・社会保険事務所から
□退職（予定）証明書・・・勤務先から
※退職予定の場合は，入居指定日の前日までに退職証明書を提出して下さい。


➁令和７年６月から１２月末日までの間に申込みをする場合　
	令和６年１月１日以前に退職し，現在も無職の方又は勤務したことがない方
	なし※令和６年分住民税申告（ゼロ申告）が済んでない場合は，令和６年分住民税申告書（写し）

	令和６年１月２日以降に退職し，現在も無職の方

	□雇用保険被保険者離職票（写し）・・・公共 (ハ)職業 (ロー)安定所 (ワーク)から
□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書（写し）
・・・年金事務所から
□退職（予定）証明書・・・勤務先から
※退職予定の場合は，入居指定日の前日までに退職証明書を提出して下さい。



➂令和８年１月から３月末日までの間に申込みをする場合
	令和７年中の収入がなく現在も無職の方
	□令和７年分住民税申告書（写し）（ゼロ申告）
※誰かの扶養に入っていた場合は次のいずれかの書類でも受付可能です。控除対象配偶者又は被扶養者として氏名の記載があるものを提出して下さい。
□令和７年分源泉徴収票（写し）
□令和７年分確定申告書（写し）

	令和７年１月２日以降に退職し，現在も無職の方

	□雇用保険被保険者離職票（写し）・・・公共 (ハ)職業 (ロー)安定所 (ワーク)から
□健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書（写し）
・・・年金事務所から
□退職（予定）証明書・・・勤務先から
※退職予定の場合は，入居指定日の前日までに退職証明書を提出して下さい。



（７）その他必要に応じて用意していただく書類
ア　婚約証明書
　　※入居指定日の前日までに入籍したことがわかる書類を提出してください。

イ　生活保護受給証明書（生活保護被保護者の場合）

ウ　身体障害者手帳（写し），精神障害者保健福祉手帳（写し），療育手帳（写し）

エ　戸籍謄本（単身者及び１人親世帯，兄弟姉妹で申し込む場合）

オ　賃貸契約書（写し）（家賃が高いこと等を理由で申し込む場合）

カ　立ち退き証明書（立ち退き要求を受けていることを理由に申し込む場合）

キ　単身入居申込者生活状況調査書（単身で申し込む場合）

ク　ＤＶ被害者であることの証明・・・裁判所の保護命令決定書（写し）又は婦人相談所長等の証明書

ケ　戸籍の附票又は住民票の除票の写し（過去に市内に住所を有していた方が申し込む場合）

コ　いばらきパートナーシップ宣誓書受領証（写し）又はいばらきパートナーシップ宣誓書受領カード（写し）

サ　その他，市が必要とする書類


個人番号（マイナンバー）を利用することで次の提出が省略できます。
	書類名
	７，９ページにおける該当箇所

	住民票の謄本
	７ページ（２）

	課税証明書
	７ページ（５）①

	生活保護受給証明書
	９ページ（７）イ

	身体障害者手帳（写し）
精神障害者保健福祉手帳（写し）
療育手帳（写し）
	９ページ（７）ウ



＜個人番号確認書類＞
　　個人番号（マイナンバー）を利用する場合は，下記の個人番号確認書類が必要です。

・来庁した申請者…個人番号カード（マイナンバーカード）のみ若しくは通知カード（記載された氏名，住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。）又は個人番号が記載された住民票の写しと身分証明書（運転免許証等）
※身分証明書は，公的機関発行のもので，顔写真がある場合は１種類，顔写真がない場合は２種類必要となります。

・入居予定者全員…個人番号が分かるもの（個人番号カード，通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し）

　　・同意書（個人番号を利用し，課税証明書の提出を省略する場合）


５　入居申込み及び入居にあたっての注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）　入居申し込み後に入居をキャンセルされた場合は１年間当市の市営住宅に申込みをお断りします。また，申込みに伴って入替をした畳，襖，障子等の費用を請求しますのでご了承ください。

（２）　市営住宅は浴室設備（風呂釜，浴槽）および給湯設備がないものがほとんどですので，入居の際に自己負担による設置が必要となります。

（３）　駐車場については，一部の住宅を除き１戸につき１台分を用意しています。２台目以降については民間の駐車場等をご利用いただき，路上駐車，迷惑駐車等は絶対に行わないようお願いします。
　
（４）　入居に際しては，連帯保証人が１人必要となります。連帯保証人には以下の要件及び責務がありますので，連帯保証人になられる方に必ずお知らせください。
〔要件〕
①　独立の生計を営んでいる者
②　入居予定者と同程度以上の収入がある者
③　国内に住所を有する者
④　公営住宅に入居していない者
〔責務〕
①　家賃等を3か月以上滞納した場合は，入居者に対する納付履行の指導。
②　①の指導を行っても家賃等が納付されない場合は，極度額の範囲内で入居者に代わって納付を履行する。
③　入居者が市営住宅を無断退去した場合及び不適正な使用をした場合に，入居者に対し適正な処置を実施するよう是正指導を行う。
④　③の指導を行っても是正されない場合は，入居者に代わって是正する。
⑤　入居者が負担の責めを負う市営住宅及び共同施設の修繕義務並びに市営住宅退去に伴う補修義務を履行しない場合は，入居者に代わってその責務を履行する。

　　※連帯保証人の確保が困難な方については，ご相談ください。
　　
（５）　各市営住宅において自治会が組織されております。自治会において，定期的な清掃活動や共同で使用する外灯等の電気代の支払等を行っておりますので，自治会活動への積極的な参加をお願いします。

（６）市営住宅において，動物の飼育・預かりは禁止となりますので，入居までに対処をお願いします。ただし，盲人等のための盲導犬等は許可を受けることにより飼うことができます。
市営住宅で動物を飼うことにより共同生活の秩序を乱し，是正措置を取らないと判断した場合は住宅の明渡しを請求する場合があります。

６　入居申込み及び入居の手続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（1） 入居申込み受付
ア　入居申込書等の受付は，住宅課で行いますので，本人が直接持参してください。（申込みの内容についてお尋ねすることがあり，不明な場合は受理できません。）
イ　入居申込書を提出した後，次のような場合が生じたときは必ず住宅課へ連絡してください。
①　他の住宅への入居が決まり，申込みの必要がなくなったとき
②　住所・連絡先・氏名・勤務先・家族などに変更があったとき

（２）入居の手続き
ア　誓約書の提出と敷金の納入
入居予定者とその連帯保証人１人の連署する誓約書(それぞれの実印を押印)，その他条例施行規則で定める書類を提出するとともに，敷金（家賃の３か月分）を納付してください。指定期間内に手続きが完了しない場合は，入居することが出来ないことがあります。
イ　誓約書に添付する書類
　　　　①印鑑登録証明書(入居予定者及び連帯保証人各１通)※市町村長発行後３か月
以内のもの
　　　　②連帯保証人の課税証明書（注）※市町村長発行の最新年度の所得で発行後３か月以内のもの
（注）市町村によって呼び方が異なります。所得，年税額，控除，扶養人数等の記載が
あるもの。
　　　　③その他特に必要な書類
　　　　※連帯保証人の免除を受ける場合は，別途案内（要件あり）します。
ウ　入居
①入居の際は住宅にて入居立会いを行います。（土日祝日を除く）入居立会い時に入居決定通知書と鍵を渡します。
　　　　②入居指定日から入居できます。
　　　　③家賃及び駐車場使用料(駐車場を使用する方のみ)は，入居指定日から発生
　　　　　します。
　　　　④入居指定日から１５日以内に入居してください。

７　入居後の注意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１）家賃の納付
家賃等（市営住宅使用料，汚水処理施設使用料，駐車場使用料をいう。以下同じ）は毎月２５日までに当月分を納付してください。
納付については，原則，口座振替にてお願いします。※金融機関で手続きが必要になります。

（２）毎月の家賃等の他に，次のような経費がかかります。
ア　畳，ふすま等の修繕費（退去する時には破損の有無にかかわらず畳の表替及びふすま，障子の貼替を行っていただきます。）
イ　住戸で使用する電気，ガス，上下水道の使用料及び消耗的機器材
ウ　団地自治会費等（団地内の外灯，階段灯等の電気代及び小修繕代含む）
エ　入居者の過失による損壊箇所の補修

（３）家賃の決定
ア　家賃は，収入等に応じて毎年見直しされます。
イ　家賃決定のため，入居している方は，毎年，収入申告書を提出しなければなりません。
ウ　家賃は，次の計算方法により入居している方それぞれに決まります。
（家賃）＝（家賃算定基礎額）×（市町村立地係数）×（規模係数）×（経過年数係数）×（利便性係数）

（４）未申告の場合の家賃
収入申告がなく，収入状況の報告の請求を行ったにもかかわらず入居者が請求に
応じないときは，居住している住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃となります。

（５）収入超過者および高額所得者
入居後３年を経過した後，一定の収入基準額を超過したときは，住宅の明渡しの努
力義務が生ずるとともに，さらに高額の所得となった場合には速やかに住宅を明渡し
（退去）していただくことになります。

（６）次のいずれかに該当する場合は，住宅の明渡しを請求することとなります。
ア　不正行為（虚偽の申請，手続，事実相違等）により入居したとき。
イ　家賃等を３か月以上滞納したとき。
ウ　正当な理由によらないで１５日以上住宅に居住していないとき。
エ　住宅及び共同施設を故意に破損したとき。
オ　無断で住宅の模様替えや増築，改造をしたとき。
カ　入居基準に不適格者となったとき。
キ　共同生活に著しい悪影響を及ぼす行為を行ったとき。
ク　入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき。
ケ　公営住宅法，市営住宅設置及び管理条例に違反したとき。


（７）団地内の営業について
団地又は住戸内での営業（事務所，代理店，塾等）は認められません。ただし，盲
人によるはり・マッサージや社会福祉事業等を行うことが必要であるときは，許可を
受けて出来る場合があります。

（８）駐車場について
市で管理をしている駐車場については駐車場使用料を徴収します。
また，車庫証明申請に必要な保管場所使用承諾証明書発行をします。
※大成アパート，薬師台アパート１９棟，市毛第１アパート，鹿島台アパート，磯
合住宅，第２ひばりヶ丘住宅では発行していません。
1 発行手数料　１部３１０円
2 １台分のみとなります。既に１台登録してあり，車の買替等で車庫証明書が必要な場合は，今まで使用していた車（市に登録済みの車）について，廃車等をしたことが確認できる書類が必要です。
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image1.emf

image2.emf
Ｆ棟 中根３６００番地の６２

Ｇ棟 中根３６００番地の４９１

中根８６９番地の１ 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応）

中根３３１２番地の２ 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応）

大成町２５番地 公共下水 未整備 ○（全棟デジタル対応）

松戸町２丁目１２番 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応）

　　　　１９棟 小砂町１丁目３番地 公共下水 未整備

19,26,27,30～35棟

×入居者個別対応

　２０～３５棟 小砂町１丁目４番地 公共下水

　３６～４１棟 小砂町１丁目５番地 公共下水

市毛９８０番地 公共下水 未整備 ○（全棟デジタル対応）

市毛１０３３番地の１ 3,090円 1,540円 ○（全棟デジタル対応）

Ａ,Ｂ,Ｄ,Ｅ棟 馬渡２８６６番地 Ｂ棟○（デジタル対応）

Ｃ棟 馬渡３８９８番地 Ａ,Ｃ,Ｄ,Ｅ棟（入居者個別対応）

馬渡２６５５番地の２ 3,090円 1,540円 ○（全棟デジタル対応）

稲田１１１４番地 公共下水 未整備 ×　入居者個別対応

１～２棟 高場３丁目１９番地１

３～５棟 高場３丁目１８番地１

１～２棟 高場６丁目６番地１

３～５棟 高場６丁目７番地１

東大島３丁目２３番 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応） 東石川小 大島中

１棟 西大島３丁目１４番１５

２棟 西大島３丁目１４番１８

磯崎町３６１３番地１ 汲取り 未整備 ×　入居者個別対応

平磯町１５２番地の６ 2,660円 1,420円 ○（全棟デジタル対応）

東塚原住宅 殿山町１丁目４番 公共下水 1,420円 ○（全棟デジタル対応） 湊二小

第１田宮原住宅 田宮原４３５５番地の１ 公共下水 1,420円 ○（全棟デジタル対応）

田宮原４０３８番地の４ 公共下水 1,600円 ○（全棟デジタル対応）

西十三奉行１１４２３番地の１ 公共下水 1,600円 ○（全棟デジタル対応）

西十三奉行１１３３２番地の１ 公共下水 未整備 ×　入居者個別対応

№

1

2

3

4

5

6

市営住宅一覧および各種案内

Ｒ７．４．１現在

住宅名 所在地(住所)

汚水施設

使用料

駐車場

使用料

集中アンテナ

最大電気

容量（A）

ガス業者

小学校 中学校

（下記の№に対応）

東中根アパート 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応） 20 5

中根小

１中

長堀小

松戸アパート 20 1

薬師台アパート 20

　6（19棟）

深谷津第１アパート 30 1

深谷津第２アパート 30 1

1,600円

20～23,28～29,36～41棟

○デジタル対応

　3（20～22棟）

　2（23～41棟）

市毛第１アパート 20 1

大成アパート 30 1

市毛小 ２中

市毛第２アパート 20 1

弥生アパート 公共下水 1,540円 20 2

前渡小 ３中

向野アパート 20 1

鹿島台アパート 20 6

佐野小 佐野中

高場第２アパート 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応） 30 1

高場第１アパート 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応） 30 1

東大島アパート 20 1

西大島アパート 公共下水 1,540円 ○（全棟デジタル対応） 20 1 田彦小 田彦中

ガス業者 電話番号

磯合住宅 20 6

美乃浜学園

平磯住宅 20 4

※テレビアンテナが入居者個別対応の住宅においては，個人負担によりアンテナの設置が必要となります。

勝田ガス事業協同組合

274-8416

東部液化石油(株)

224-9749

湊三小

第２田宮原住宅 30 4

第１ひばりヶ丘住宅 30 1

第２ひばりヶ丘住宅 30 6

湊中

30 4

30 4

※ガス業者が指定されていない（右表№6）住宅においては，ガス配管設置費用が別途必要になる場合があります。

日東エネルギー(株)水戸営業所

353-2253

株式会社サイサン

272-4366



東京ガスエネルギー(株)

272-2466

各販売店※指定なし


